
政令指定都市の内部職員等からの公益通報制度

内部窓口 外部窓口
通報対象事実
の範囲　※

札幌市 ○ ○ 4

仙台市 ○ × 1

さいたま市 ○ × 3

千葉市 ○ ○ 4

横浜市 ○ ○ 4

川崎市 ○ × 2

相模原市 ○ × 4

新潟市 ○ ○ 4

静岡市 ○ × 4

浜松市 ○ ○ 1

名古屋市 ○ ○ 4

京都市 ○ ○ 3

大阪市 ○ ○ 4

堺市 ○ × 3

神戸市 ○ ○ 4

岡山市 ○ × 1

広島市 ○ ○ 4

北九州市 ○ ○ 4

福岡市 ○ ○ 4

熊本市 ○ ○ 4

※通報対象事実の範囲は、消費者庁による平成25年度「行政機関における公益通報者保護法の施
行状況調査」結果より。

４ ： ３に加えて、倫理規程違反その他の事実 

３ ： 法令違反行為全般 

２ ： １に加えて一部の法令違反行為 

１ ： 公益通報者保護法に 

基づく公益通報 
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